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福生市地域包括支援センター加美 

【配置職員】 

  センター長           佐々木 和仁 

主任介護支援専門員          柳川 研一 

  社会福祉士（兼主任介護支援専門員）  中川 祥子 

  保健師兼認知症地域支援推進員     木下 とも子 

  第 2 層生活支援コーディネーター兼事務員 

                     勝田 幸恵 

 

【運営方針・業務内容】 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定 のために

必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割

を担う中核的機関として設置される。 

 

●高齢者の総合相談支援業務 

 高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続していくことができ

るよう、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、関係機関

との連携のもと、様々な相談内容について、総合的に相談・支援できる体制をつくる。 

 

●虐待防止を含む権利擁護業務 

    地域の関係機関との迅速かつ円滑な連携を図り、権利侵害行為に対象となってい

る、また対象になりやすい高齢者、あるいは自ら権利主張や権利行使することがで

きない状況にある高齢者に対して、権利侵害の予防や対応、権利行使の支援を行い、

安心して尊厳のある生活を送ることができるよう支援する。 

 

●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

    ①地域における包括的・継続的なケアを実施するため、介護支援専門員、主治医、

地域の関係機関、在宅と施設等との連携など、地域において多職種相互の協働

等により連携体制を構築するとともに、介護支援専門員と関係機関との連携を

支援する。 

    ②介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護支援専門

員相互の情報交換等を行う機会を設定する等、介護支援専門員のネットワーク

の活用を図る。 

    ③地域の介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的な支援方針を検討し、

スーパービジョンを展開し、問題解決能力を相互で高める。 

    ④自立支援型個別ケア会議の開催 

 

●介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務 



 要支援認定者又は基本チェックリスト該当者（事業対象者）に対して、介護予防及

び日常生活支援を目的とするケアプランを作成する。この業務の一部を居宅介護支援

事業所に委託する。 

 

●地域・関係機関とのネットワーク 

    地域の医療と介護等の多様な職種や地域住民との連携を強化し、個別事例の検討

から地域課題を把握・検討する地域ケア会議を支援する。 

 

●認知症対策の推進 

    ①認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するため、医療、介護及び生活

支援など連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行う。 

    ②「家族介護者教室」「認知症カフェ」「認知症サポーター養成講座」を開催して、

認知症情報交換と交流の場づくりの支援を行う。 

    ③認知症の人やその家族の意見や思いを取り上げ、施策へつなげる。 

 

●在宅医療・介護連携の推進 

    医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう支援する。 

 

●介護予防活動の推進 

    日々の相談支援及び関係機関・団体等との連携により収集した情報を活用し、閉 

じこもり等の支援を要する人を早期に把握し、介護予防活動につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



高齢者見守りステーション 

【配置職員】 

    相談員      小泉 宏登 

    相談員（非常勤） 鈴木 敦子 

 

【運営方針・業務内容】 

見守りステーションは、福生市全域の概ね 65 歳以上の一人暮らし世帯・高齢者のみで

構成する世帯に属する者・日中独居及び心配情報のあった高齢者について、福生市から

委託を受け以下の業務について運営します。 

 

●高齢者見守り相談窓口の設置 

 

●高齢者等の情報収集、生活実態の把握及び見守り 

  ・介護保険サービスまたは地域包括支援センターの支援を受けていない高齢者を対象

とする。 

  ・戸別訪問や電話等の適切な手段により情報収集・生活実態の把握を行う。 

  ・支援が必要であるのに自ら声をあげない高齢者の掘り起しを行う。 

  ・地域住民等から心配情報が寄せられた場合、必要があると認められるときは、戸別

訪問により状況確認をする。 

  ・生活実態を把握し、必要があれば支援又は定期的な見守りに繋げる。 

 

●地域包括支援センターとの連携 

  ・介護保険の申請が必要と考えられる場合や対応困難な事例と判断される場合は、関

係機関へ円滑に引き継ぐ。 

  ・相談記録等は、地域包括支援センターシステムに速やかに入力する。 

  ・福生市在宅高齢者のためのサービス等の申請代行依頼をする。 

 

●地域ケア会議（依頼時）、地域包括支援センター連絡会等への出席 

 

●その他必要と認められる業務 

 

 

  



 

福生市地域包括支援センター（高齢者見守りステーション含む）予算額について 

当年度包括分委託料予算額   ：25,000,000 円 

当年度高齢者見守りステーション委託料予算額 

               ：6,486,000 円 

介護予防支援介護料収入予算額 ：2,430,000 円 

介護予防ケアマネジメント予算額：540,000 円 

 

人件費予算計上額  ：24,326,000 円 

福利厚生費予算計上額：200,000 円 

研修費予算計上額  ：116,000 円 

会議費予算計上額       ：300,000 円 

その他一般管理費予算計上額  ：10,166,000 円 

 


